
 

【 公助の取組 】 

 
区では、区民の皆さまと共に「災害につよいまち」を実現するため、減災に対する様々な取組を

実施しています。ぜひご活用ください。 

 また、各ライフライン事業者が実施している災害への取組についても併せてご紹介します。 
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自助・共助を支える「公助」の取組                  

①建物の耐震化促進 

 昭和５６年５月以前に建てられた建物や昭和５６年６月～ 

平成１２年５月に建てられた一定の要件を満たす木造住宅に 

ついて、耐震診断・耐震改修費用などの一部助成や耐震化に 

関するアドバイザーの派遣を行っています。 

②建物の不燃化促進 

 震災時に延焼被害の拡大が特に懸念される地域や、 

震災救援所（区立小学校等）周辺等において、耐火性能の 

高い建物を建築する方に建築工事費の一部を助成します。 

③狭あい道路拡幅整備 

幅員４メートル未満の狭い道路（狭あい道路）のうち、 

建築基準法第４２条第２項に基づき指定された道路 

（２項道路）について、区で拡幅整備工事を行っています。 

また、拡幅整備に際し、支障となる門や塀等について、 

撤去費等の一部助成を行っています。 

④感震ブレーカー設置支援 

震災時の電気火災を予防するため、東京都が計画した 

「防災都市づくり推進計画」整備地域を中心に、簡易型 

感震ブレーカーの設置を支援しています。 

 感震ブレーカーは、震度５強以上の揺れを感知すると 

自動的にブレーカーを落として電気を止める装置です。 

⑤防災用品のあっせん 

区内の一般家庭及び事業者を対象に防災用品のあっせんを行っています。 

 保存食・非常食、家具類転倒防止用品、トイレ・衛生用品、消火器・火災警報器等をあっせん

し、在宅避難を支援しています。 

 

問合せ先 

① 市街地整備課耐震改修担当 

03-3312-2111（代表） 

内線 3328 

② 市街地整備課不燃化推進係 内線 3365 

③ 狭あい道路整備課狭あい道路整備推進係 内線 3478 

④・⑤ 防災課地域防災係 内線 3609 
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ライフライン事業者による災害への取組               

(1)通信  （災害用伝言ダイヤル・災害用伝言板） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)ガス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

(3)電力 

減災の取組みとしては、国と協力し、配電設備の地中化を進めています。地中化を整備してい

くことにより、災害時の設備事故発生を防ぐことに繋がります。平成２９年度までの実績として、東

京電力管内で約４，５００Ｋｍの地中化整備を完了しています。 

（参考：全国 約９，５００Ｋｍ整備完了）  

今後も配電設備の地中化を推進し、安定した電力の供給に努めていきます。 

(4)水道 

区内の８カ所に、応急給水槽、給水所を設置し、約 83,000㎥の飲料水を確保しています。ま

た、応急給水に対応出来るスタンドパイプを区内の 65箇所の震災救援所に配備し、路上の消火

栓からの給水を支援しています。平成 29年度からは、震災救援所の敷地内に応急給水施設の

設置を開始し、震災救援所敷地内で給水活動が行えるよう整備を進めています。 

 水道管路については、より一層効果的に断水被害を軽減できるよう、想定地震動、地盤液状化

危険度、想定断水率などを考慮した耐震継手化を推進しています。 

(5)下水道 

 ターミナル駅や災害復旧拠点などの施設から排水を受け入れる下水道管を対象に、下水道管

とマンホールの接続部の耐震化を推進しています。また、震災救援所やターミナル駅等と緊急輸

送道路を結ぶ道路の液状化によるマンホール浮上抑制対策を推進しています。 

  
下水道管の耐震化のイメージ  下水道管とマンホールの接続部の耐震化  

マンホールの浮上抑制対策 


